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　令和４年度税制改正（案）では、成長と分配の好循環の実現に向けて、多様なステークホルダーに配慮
した経営と積極的な賃上げを促す観点から賃上げに係る税制措置を抜本的に強化するとともに、スター
トアップと既存企業の協働によるオープンイノベーションを更に促進するための措置を講じます。また、
カーボンニュートラルの実現に向けた観点等を踏まえ、住宅ローン控除等を見直します。
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